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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　裏面に電極パッドが設けられた半導体チップと、表面に前記電極パッドと対向する接続
パッドが設けられた多層配線基板と、を備え、
　前記電極パッドは、前記半導体チップの裏面の各角に近接して配置された電極パッドを
含む第１電極パッドと、前記第１電極パッド以外の第２電極パッドとからなり、
　前記接続パッドは、前記第１電極パッドとバンプを介して接続された第１接続パッドと
、前記第２電極パッドとバンプを介して接続された第２接続パッドとからなり、
　前記多層配線基板は、前記第１接続パッドを支持する第１絶縁領域と、前記第２接続パ
ッドを支持する第２絶縁領域とを有し、
　前記第１絶縁領域は、熱可塑性樹脂で構成されており、前記第２絶縁領域は、熱硬化性
樹脂で構成されている、半導体装置。
【請求項２】
　前記多層配線基板は、第１絶縁領域を構成する第１絶縁層と、第２絶縁領域を構成する
第２絶縁層とを有し、前記第１絶縁層は、前記第２絶縁層上に積層されている、請求項１
に記載の半導体装置。
【請求項３】
　裏面に電極パッドが設けられた半導体チップと、表面に前記電極パッドと対向する接続
パッドが設けられた多層配線基板と、を備え、
　前記電極パッドは、前記半導体チップの裏面の各角に近接して配置された電極パッドを
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含む第１電極パッドと、前記第１電極パッド以外の第２電極パッドとからなり、
　前記接続パッドは、前記第１電極パッドとバンプを介して接続された第１接続パッドと
、前記第２電極パッドとバンプを介して接続された第２接続パッドとからなり、
　前記多層配線基板は、前記第１接続パッドを支持する第１絶縁領域を構成する第１絶縁
層と、前記第２接続パッドを支持する第２絶縁領域を構成する第２絶縁層とを有し、
　前記第１絶縁層は、前記第２絶縁層上に積層されている、半導体装置。
【請求項４】
　前記第１絶縁層は、熱可塑性樹脂で構成されており、前記第２絶縁層は、熱硬化性樹脂
で構成されている、請求項３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第１絶縁層の厚さは、前記多層配線基板中の第１絶縁層の下にある回路パターンの
厚さの１．５倍以上であり、かつ、前記第２電極パッドと前記第２接続パッドの間に形成
されるバンプの高さの２分の１以下である、請求項２～４のいずれか一項に記載の半導体
装置。
【請求項６】
　前記多層配線基板は、前記第１絶縁層および前記第２絶縁層を覆い、前記第１接続パッ
ドおよび前記第２接続パッドに対応する位置に開口が設けられたソルダーレジストをさら
に有し、
　前記第１接続パッドに対応する位置の開口の大きさは、前記第２接続パッドに対応する
位置の開口の大きさよりも大きく設定されている、請求項２～５のいずれか一項に記載の
半導体装置。
【請求項７】
　前記バンプは、いずれも略同じ体積のはんだバンプである、請求項１～６のいずれか一
項に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記熱可塑性樹脂は、融点が２８０℃以上のものである、請求項１、２または４に記載
の半導体装置。
【請求項９】
　前記熱硬化性樹脂は、無機フィラーが配合されたものである、請求項１、２、４または
８に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記多層配線基板と前記半導体チップとの間には、アンダーフィルが充填されている、
請求項１～９のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記多層配線基板は、裏面に外部接続用パッドが設けられたインターポーザである、請
求項１～１０のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記多層配線基板は、ガラスクロスを含むコア基板を有している、請求項１～１１のい
ずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１３】
　表面上に半導体チップが実装される多層配線基板であって、
　前記表面上の矩形領域内に配置された複数のパッドと、前記複数のパッドのうち少なく
とも四隅に位置するパッドを支持する第１絶縁領域を構成する第１絶縁層と、前記複数の
パッドのうち前記第１絶縁層で支持されるパッド以外のパッドを支持する第１絶縁領域を
構成する第２絶縁層と、を備え、
　前記第１絶縁層は、熱可塑性樹脂で構成されており、前記第２絶縁層は、熱硬化性樹脂
で構成されているとともに、前記第１絶縁層は、前記第２絶縁層上に積層されている、多
層配線基板。
【請求項１４】
　前記第１絶縁層の厚さは、５～５０μｍである、請求項１３に記載の多層配線基板。
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【請求項１５】
　前記多層配線基板は、前記第１絶縁層および前記第２絶縁層を覆い、前記複数のパッド
に対応する位置に開口が設けられたソルダーレジストをさらに有し、
　前記第１絶縁層で支持されるパッドに対応する位置の開口の大きさは、前記第２絶縁層
で支持されるパッドに対応する位置の開口の大きさよりも大きく設定されている、請求項
１３または１４に記載の多層配線基板。
【請求項１６】
　前記熱可塑性樹脂は、融点が２８０℃以上のものである、請求項１３～１５のいずれか
一項に記載の多層配線基板。
【請求項１７】
　前記熱硬化性樹脂は、無機フィラーが配合されたものである、請求項１３～１６のいず
れか一項に記載の多層配線基板。
【請求項１８】
　ガラスクロスを含むコア基板をさらに有する、請求項１３～１７のいずれか一項に記載
の多層配線基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多層配線基板およびこれに半導体チップが実装された半導体装置ならびにそ
れらの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器では、高機能化および軽薄短小化の要求に伴い、電子部品の高密度集積
化、さらには高密度実装化が進んできている。このような電子機器に使用される半導体装
置（半導体パッケージ）では、従来にもまして小型化かつ多ピン化が進んできている。
【０００３】
　従来のようなリードフレームを使用した形態のパッケージでは、小型化に限界がきてい
る。そこで、半導体装置の高密度集積化と高密度実装化を可能とするために、ワイヤボン
ディング実装、ＴＡＢ（Tape Automated Bonding）実装、またはフリップチップ実装によ
って半導体装置を構成することが行われている。これらの実装技術の中でもフリップチッ
プ実装技術が、半導体装置の大きさを抑えて半導体装置の最も高密度な実装を可能とする
技術として、コンピュータ機器または高機能モバイル機器などに使用される半導体装置に
多く用いられている。
【０００４】
　フリップチップ実装では、多層配線基板上に半導体チップが実装される。具体的には、
半導体チップの裏面に、電極端子、実際には電極パッドを予め形成しておき、多層配線基
板上に、電極パッドと対応する接続パッドを設ける。そして、電極パッドと接続パッドと
を、導電性バンプを利用して接続する（例えば、特許文献１参照）。導電性バンプは、金
やはんだなどの導電性金属によって形成されるが、実装の容易さおよび接合部での応力緩
和といった観点からはんだが使用されることが多い。このはんだバンプは、ボール搭載法
、ペースト印刷法、またはめっき法などの工法により形成されうる。
【０００５】
　フリップチップ実装では、面実装のために小さい面積で多数の電気的接続を行うことが
できるものの、半導体装置の小型化かつ多ピン化に伴って接続パッドの狭ピッチ化を招く
ことになる。接続パッドのピッチが狭くなるにつれて、はんだバンプの高さも低くなる傾
向がある。今後は、このように狭いピッチ（特に接続パッドピッチが２００μｍ以下）で
の接続形態をもつ半導体装置が主流になると考えられる。
【０００６】
　はんだバンプを形成する一般的な工法としては、生産性およびコストの観点から、ペー
スト印刷法が広く採用されていた。しかしながら、この工法では、はんだバンプのピッチ
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が狭くなると、はんだ印刷時に隣り合うバンプ同士の短絡が発生し、歩留まりを極端に低
下させることがある。そこで、狭ピッチのはんだバンプの形成には、電解めっきによって
はんだバンプを形成するめっき法、またははんだボールをパッド上に搭載してリフローす
ることによりはんだバンプを形成するボール搭載法が望ましい工法となっている。
【０００７】
　また、フリップチップ実装に使用される多層配線基板としては、配線の高密度化、軽量
化、薄型化、さらには低コストといった観点から、ビルドアップ工法により製造されたビ
ルドアップ基板が多く用いられている。このビルドアップ基板は、ガラスクロスにエポキ
シ樹脂を含浸させたガラスエポキシ基板（コア基板）上に回路パターンと絶縁層を交互に
形成していき、半導体チップとの電気的な接続を行うための接続パッドを表面に形成した
ものである。絶縁層の形成には、熱硬化性の絶縁樹脂が用いられる。
【０００８】
　しかしながら、半導体チップと多層配線基板とでは、それぞれの熱膨張率が大きく異な
る。そのために、半導体チップおよび多層配線基板がフリップチップ実装時または実装後
において大きな温度変化を受けると、半導体チップと多層配線基板との接続を担うはんだ
バンプに応力が集中し、はんだバンプまたはその近傍にクラックが発生して接続不良が起
きるおそれがあった。
【０００９】
　そこで、接続信頼性確保のために、フリップチップ実装後に半導体チップと多層配線基
板との間のギャップ部分にアンダーフィルと呼ばれる絶縁性の樹脂を注入充填して硬化さ
せることで、はんだバンプを封じ込める技術も実施されている。ところが、前述したよう
に、半導体装置の小型化かつ多ピン化によりはんだバンプがますます微細化することによ
って、はんだバンプへの応力負荷は多大なものとなり、樹脂によるはんだバンプの封じ込
めによる保護だけではクラックの発生は防げなくなることが懸念される。
【００１０】
　このような問題に対する対策として、例えば特許文献２に記載されているように、はん
だバンプのうち特に応力が集中する四隅に位置するはんだバンプの体積を大きくすること
によりその位置のはんだバンプの断面積を大きくすることが考えられる。
【特許文献１】特開２００１－１３５７４９号公報
【特許文献２】特開２００７－２４２７８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、一部のはんだバンプのみの体積を大きくするには、同一サイズのはんだ
ボールをパッド上に搭載するボール搭載法は不向きである。特許文献２には、それを実現
するにはペースト印刷法またはペーストディスペンス法が好ましいことが記載されている
が、これらの工法は、前述したように狭ピッチのはんだバンプの形成に不向きである。そ
こで、はんだバンプの体積をどれも同程度に保ったままでクラックの発生を抑えられるよ
うにすることが望まれる。
【００１２】
　本発明は、上述の事情に鑑みてなされたものであり、接続パッドピッチが２００μｍ以
下であってもバンプの体積をどれも同程度に保ったままでクラックの発生を抑えることの
できる半導体装置およびこれに用いる多層配線基板ならびにそれらの製造方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記目的を達成するために、本発明は、裏面に電極パッドが設けられた半導体チップと
、表面に前記電極パッドと対向する接続パッドが設けられた多層配線基板と、を備え、前
記電極パッドは、前記半導体チップの裏面の各角に近接して配置された電極パッドを含む
第１電極パッドと、前記第１電極パッド以外の第２電極パッドとからなり、前記接続パッ
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ドは、前記第１電極パッドとバンプを介して接続された第１接続パッドと、前記第２電極
パッドとバンプを介して接続された第２接続パッドとからなり、前記多層配線基板は、前
記第１接続パッドを支持する第１絶縁領域と、前記第２接続パッドを支持する第２絶縁領
域とを有し、前記第１絶縁領域は、熱可塑性樹脂で構成されており、前記第２絶縁領域は
、熱硬化性樹脂で構成されている、半導体装置を提供する。
【００１４】
　ここで、第１電極パッドとは、電極パッドのうち半導体チップの裏面の中心から比較的
に遠くに位置する電極パッドのことであり、第２電極パッドとは、半導体チップの裏面の
中心側に一塊の電極パッド群を構成する電極パッドのことである。
【００１５】
　本発明は、他の側面から、裏面に電極パッドが設けられた半導体チップと、表面に前記
電極パッドと対向する接続パッドが設けられた多層配線基板と、を備え、前記電極パッド
は、前記半導体チップの裏面の各角に近接して配置された電極パッドを含む第１電極パッ
ドと、前記第１電極パッド以外の第２電極パッドとからなり、前記接続パッドは、前記第
１電極パッドとバンプを介して接続された第１接続パッドと、前記電極パッドのうち前記
第２電極パッドとバンプを介して接続された第２接続パッドとからなり、前記多層配線基
板は、前記第１接続パッドを支持する第１絶縁領域を構成する第１絶縁層と、前記第２接
続パッドを支持する第２絶縁領域を構成する第２絶縁層とを有し、前記第１絶縁層は、前
記第２絶縁層上に積層されている、半導体装置を提供する。
【００１６】
　また、本発明は、表面上に半導体チップが実装される多層配線基板であって、前記表面
上の矩形領域内に配置された複数のパッドと、前記複数のパッドのうち少なくとも四隅に
位置するパッドを支持する第１絶縁領域を構成する第１絶縁層と、前記複数のパッドのう
ち前記第１絶縁層で支持されるパッド以外のパッドを支持する第２絶縁領域を構成する第
２絶縁層と、を備え、前記第１絶縁層は、熱可塑性樹脂で構成されており、前記第２絶縁
層は、熱硬化性樹脂で構成されているとともに、前記第１絶縁層は、前記第２絶縁層上に
積層されている、多層配線基板を提供する。
【００１７】
　さらに、本発明は、ガラスクロスを含むコア基板上に、回路パターンを形成する工程と
、前記回路パターンが形成されたコア基板上に、熱硬化性樹脂で下側絶縁層を形成する工
程と、前記下側絶縁層上に、前記コア基板上の前記回路パターンと電気的に接続された複
数のパッドおよび回路パターンを形成する工程と、前記回路パターンが形成された前記下
側絶縁層上に、前記複数のパッドを取り囲むように熱可塑性樹脂で上側絶縁層を形成する
工程と、前記上側絶縁層上に、前記下側絶縁層上の前記回路パターンと電気的に接続され
た複数のパッドを形成する工程と、を含む、多層配線基板の製造方法を提供する。
【００１８】
　また、本発明は、前記の多層配線基板の製造方法により製造された多層配線基板、およ
び裏面に電極パッドが設けられた半導体チップを用意し、前記電極パッド上にはんだボー
ルを搭載してリフローすることによりはんだバンプを形成し、前記多層配線基板の表面上
に前記半導体チップを前記接続パッドと前記電極パッドとが前記はんだバンプを挟んで対
向するように搭載し、その状態でリフローすることにより前記多層配線基板の表面上に前
記半導体チップを実装する、半導体装置の製造方法を提供する。
【発明の効果】
【００１９】
　前記の第１の構成によれば、温度変化による応力が特に集中する位置のバンプと接続さ
れた第１接続パッドが、熱可塑性樹脂で構成された第１絶縁領域で支持されている。この
ため、周囲環境温度が高温になった場合には第１絶縁領域が軟化するようになる。このよ
うな第１絶縁領域の軟化によって、第１接続パッドと接続されたバンプにかかる応力を緩
和することができる。従って、いずれも略同じ体積のバンプを用いても、クラックの発生
を効果的に抑えることができる。しかも、残りのバンプと接続された第２接続パッドが、
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熱硬化性樹脂で構成された第２絶縁領域で支持されている。このため、周囲環境温度が高
温になった場合でも第２接続パッドは定位置に保たれる。それ故に、多層配線基板と半導
体チップとの接合強度を高く保ちつつ前記の効果を得ることができる。
【００２０】
　前記の第２の構成によれば、温度変化による応力が特に集中する位置のバンプと接続さ
れた第１接続パッドを支持する第１絶縁層が、他の位置のバンプと接続された第２接続パ
ッドを支持する第２絶縁層上に積層されている。すなわち、第１接続パッドと第２接続パ
ッドとの間には高低差が形成されていて、第１接続パッドが第２接続パッドよりも半導体
チップに近づいている。このため、バンプがいずれも略同じ体積となっていても、第１接
続パッドに接続されたバンプを第２接続パッドに接続されたバンプよりも押し広げられた
形状とすることができる。これにより、第１接続パッドと接続されたバンプにかかる応力
を、当該バンプの大きく拡張された断面積によって小さくすることができる。従って、い
ずれも略同じ体積のバンプを用いても、クラックの発生を効果的に抑えることができる。
【００２１】
　このように、本発明によれば、温度変化によるクラックの発生を抑えることができ、半
導体チップと多層配線基板との高い接続信頼性を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。なお、以下に示す実施形
態は本発明の最良の実施形態の一例であって、本発明はこの実施形態に限定されるもので
はない。
【００２３】
　図１および図２に示すように、本発明の一実施形態に係る半導体チップ１は、多層配線
基板４と、この多層配線基板４の表面４ａ上に実装された半導体チップ２とを備えている
。なお、図２では、半導体チップ２および後述するアンダーフィル８を二点鎖線で示して
いる。
【００２４】
　半導体チップ２は、フラットな矩形板状の形状を有している。半導体チップ２の裏面２
ａには、複数（例えば１０００～２０００個、図面は簡略化のため２５個で作図）の電極
パッド３が設けられている。これらの電極パッド３は、行列状に配置されていてもよいし
、千鳥状に配置されていてもよい。
【００２５】
　各電極パッド３は、例えば円形状をなしており、アルミパッド３１上にＵＢＭ（Under 
Bump Metal）３２が積層されて構成されている。ＵＢＭ３２を構成するには、例えば、ア
ルミパッド１３上に、厚さ１０μｍの無電解ニッケルめっき層を形成し、さらにその上に
厚さ０．１μｍの金めっき層を形成すればよい。また、半導体チップ２の裏面２ａの電極
パッド３以外の領域は、例えばポリイミド樹脂からなる絶縁保護膜２１で覆われている。
【００２６】
　より詳しくは、電極パッド３は、半導体チップ２の裏面２ａの各角（４つの頂点）に近
接して配置された第１電極パッド３ａと、それ以外の第２電極パッド３ｂとで構成されて
いる。第１電極パッド３ａの大きさは、第２電極パッド３ｂの大きさよりも大きく設定さ
れていることが好ましい。例えば、第１電極パッド３ａの直径を１４０μｍ、第２電極パ
ッド３ｂの直径を１００μｍとしてもよい。
【００２７】
　多層配線基板４は、コア基板４０の表裏両面上に回路パターンと絶縁層とが交互に積層
されて構成されたインターポーザである。多層配線基板４の表面４ａには、電極パッド３
とそれぞれ対向する複数の接続パッド５が設けられており、裏面４ｂには、接続パッド５
とそれぞれ電気的に接続された複数の外部接続用パッド６が設けられている。
【００２８】
　具体的に、コア基板４０の表面上には、回路パターン５１、第２絶縁層（下側絶縁層）
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４２、回路パターン５２、第１絶縁層（上側絶縁層）４１がこの順に積層されており、コ
ア基板４０の裏面上には、回路パターン６１、第３絶縁層４３、回路パターン６２、第４
絶縁層４４がこの順に積層されている。第１絶縁層４１は、第２絶縁層４２を露出させて
半導体チップ２の裏面２ａに対向させる開口４１ａを有している。そして、第１絶縁層４
１および第２絶縁層４２によって接続パッド５が支持されており、第４絶縁層４４によっ
て外部接続用パッド６が支持されている。なお、第１絶縁層４１は、後述する第１接続パ
ッド５ａを支持する第１絶縁領域を構成しており、第２絶縁層４２は、後述する第２接続
パッド５ｂを支持する第２絶縁領域を構成している。
【００２９】
　本実施形態では、開口４１ａは、十字状に形成されている。すなわち、第１絶縁層４１
は、開口４１ａによって半導体チップ２の裏面２ａの四隅にのみ対向する形状に形成され
ており、第２絶縁層４２は、開口４１ａを通じて半導体チップ２の裏面２ａの四隅を除く
部分に対向している。
【００３０】
　各絶縁層４１～４４には、当該絶縁層４１～４４の中を通ってパッド５（または６）と
回路パターン５１，５２（または６２）とをまたは回路パターン５１，５２（または６１
，６２）同士を導通させるためのバイアホール４８が形成されている。また、コア基板４
０には、当該コア基板４０の中を通って回路パターン５１，６１同士を電気的に接続する
貫通電極４０ａが設けられている。
【００３１】
　さらに、多層配線基板４は、第１絶縁層４１および第２絶縁層４２を覆う表側ソルダー
レジスト４５と、第４絶縁層４４を覆う裏側ソルダーレジスト４６とを有している。そし
て、表側ソルダーレジスト４５の外側面によって多層配線基板４の表面４ａが構成され、
裏側ソルダーレジスト４６の外側面によって多層配線基板４の裏面４ｂが構成されている
。
【００３２】
　コア基板４０としては、セラミック基板あるいは有機材料基板を用いることができるが
、コスト及び熱ストレス負荷時の接合部分に負荷されるストレスの効果的な緩和が可能で
あるとの観点から、ガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸させたガラスエポキシ基板を用い
ることが好ましい。コア基板４０の厚さは例えば０．４ｍｍである。コア基板４０を構成
する熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂が好適であるが、これ以外の樹脂を使用するこ
ともできる。例えば、ビスマレイミドトリアジン樹脂または熱硬化性ポリフェニレンエー
テルなどの耐熱性の高い熱硬化性樹脂を１つ用いてもよいし、これらの２種類以上の混合
物を用いてもよい。
【００３３】
　接続パッド５は、それぞれはんだバンプ７を介して半導体チップ２の電極パッド３と接
続されている。はんだバンプ７は、いずれも略同じ体積（例えば、５．０×１０-4ｍｍ3

）のものである。
【００３４】
　より詳しくは、接続パッド５は、第１電極パッド３ａと接続された第１接続パッド５ａ
と、第２電極パッド３ｂと接続された第２接続パッド５ｂとで構成されている。そして、
第１接続パッド５ａが第１絶縁層４１で支持されており、第２接続パッド５ｂが第２絶縁
層４２で支持されている。換言すれば、多層配線基板４の表面４ａ上の矩形領域内に配置
された複数の接続パッド５のうち四隅に位置する第１接続パッド５ａが第１絶縁層４１に
支持され、残りの第２接続パッド５ｂが第２絶縁層４２に支持されている。これにより、
第１接続パッド５ａと第２接続パッド５ｂとの間には、第１絶縁層４１の厚さと等しい高
低差が形成されており、その高低差分だけ第１接続パッド５ａが第２接続パッド５ｂより
も半導体チップ２に近い位置にある。
【００３５】
　第１接続パッド５ａおよび第２接続パッド５ｂの形状は、特に限定されないが、例えば
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円形状であってもよいし矩形状であってもよい。ただし、第１接続パッド５ａの大きさは
、第２接続パッド５ｂの大きさよりも大きいことが好ましい。例えば、第１接続パッド５
ａを直径１４０μｍの円形状とし、第２接続パッド５ｂを直径１００μｍの円形状として
もよい。
【００３６】
　第１絶縁層４１は、熱可塑性樹脂で構成されていることが好ましい。第１絶縁層４１を
構成する熱可塑性樹脂としては、特にその種類は問わないが、多層配線基板の製造工法、
密着性、加工性といった観点から、例えば、ポリフェニレンエーテル（ＰＰＥ）、液晶ポ
リマー（ＬＣＰ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリエーテルイミド（Ｐ
ＥＩ）、ポリエーテルサルホン（ＰＥＳ）、熱可塑性ポリイミド（ＰＩ）などの、一般に
スーパーエンジニアリングプラスチックと呼ばれる耐熱性の高い樹脂を好適に用いること
ができる。
【００３７】
　より好ましくは、第１絶縁層４１を構成する熱可塑性樹脂は、融点が２８０℃以上のも
のである。フリップチップ実装におけるリフロー処理時には、はんだバンプ７の融点（例
えば、錫９７．５重量％、銀２．５重量％の組成のはんだバンプでは、２１７℃）よりも
高い温度（例えば２６０℃）環境となるので、その場合でも第１絶縁層４１が溶融しない
ようにするためである。
【００３８】
　また、第１絶縁層４１の厚さは、多層配線基板中の第１絶縁層４１のすぐ下にある回路
パターン５２の厚さの１．５倍以上であることが好ましい。回路パターン５２は、第１絶
縁層４１に埋め込まれる形で形成されるため、第１絶縁層４１が回路パターン５２より薄
い厚さだと第１絶縁層４１の上下に回路パターンが形成できない。さらに、第１絶縁層４
１の厚さが回路パターン５２の厚さの１．５倍未満であると、回路パターン形成時のエッ
チングなどの処理あるいは絶縁層形成時の表面粗化処理などにより、第１絶縁層４１を上
下に貫通する空孔が形成され、この空孔を介して、電気的に接続してはいけない第１絶縁
層４１の上下の回路が短絡する可能性があるためである。さらに、第１絶縁層４１の厚さ
は、第２電極パッド３ｂと第２接続パッド５ｂの間に形成されるはんだバンプ７の高さの
２分の１以下であることが好ましい。第１絶縁層４１の厚さが第２電極パッド３ｂと第２
接続パッド５ｂの間に形成されるはんだバンプ７の高さの２分の１を超えると、第１接続
パッド５ａと第２接続パッド５ｂとの間の高低差が大きくなり過ぎて、第１接続パッド５
ａと接続されるはんだバンプ７が極端に大きく潰れてしまい、接続信頼性が低下するおそ
れがあるからである。例えば、第１絶縁層４１の厚さを５～５０μｍとしてもよい。
【００３９】
　第２～第４絶縁層４２～４４は、無機フィラーが配合された熱硬化性樹脂で構成されて
いることが好ましい。無機フィラーは、絶縁層の絶縁性を保ちながら熱膨張率の低下およ
び弾性率の向上を図るために添加されるものであり、その配合量は、例えば１０～６０体
積％である。無機フィラーとしては、例えば平均粒径が５μｍの球状のシリカが挙げられ
る。シリカの他にも、アルミナ、水酸化アルミニウム、チタン酸バリウムなどからなる球
状のものまたは破砕フィラーを使用してもよい。
【００４０】
　熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂が好適であるが、これ以外の樹脂を使用すること
もできる。例えば、ビスマレイミドトリアジン樹脂または熱硬化性ポリフェニレンエーテ
ルなどの耐熱性の高い熱硬化性樹脂を１つ用いてもよいし、これらの２種類以上の混合物
を用いてもよい。
【００４１】
　表側ソルダーレジスト４５には、第１接続パッド５ａおよび第２接続パッド５ｂに対応
する位置に、第１接続パッド５ａおよび第２接続パッド５ｂを露出させる開口４５ａ，４
５ｂ（図２参照）が設けられている。第１接続パッド５ａに対応する位置の開口４５ａの
大きさは、第２接続パッド５ｂに対応する位置の開口４５ｂの大きさよりも大きく設定さ
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れていることが好ましい。本実施形態では、前述した第１接続パッド５ａと第２接続パッ
ド５ｂとの間の高低差により、多層配線基板４上への半導体チップ２の実装時に第１接続
パッド５ａに接続されるはんだバンプ７が大きく潰れるので、大きく潰れて押し広げられ
たはんだバンプ７と第１接続パッド５ａとの接触面積を大きく確保するためである。これ
により、それらの接合部分での耐久性が向上する。例えば、開口４５ａの大きさを直径１
３０μｍとし、開口４５ｂの大きさを直径９０μｍとしてもよい。なお、第１接続パッド
５ａに対応する位置の開口４５ａの大きさは、第１絶縁層４１の厚さおよびはんだバンプ
７の体積に応じて決定すればよい。表側ソルダーレジスト層４５の厚さは、例えば２０μ
ｍである。
【００４２】
　また、開口４５ａ，４５ｂを通じて露出する第１接続パッド５ａおよび第２接続パッド
５ｂ上には、バリアメタル層５０が積層されている。バリアメタル層５０を構成するには
、例えば、第１接続パッド５ａおよび第２接続パッド５ｂ上に、厚さ１０μｍの無電解ニ
ッケルめっき層を形成し、さらにその上に厚さ０．１μｍの金めっき層を形成すればよい
。そして、第１接続パッド５ａおよび第２接続パッド５ｂは、バリアメタル層５０を介し
てはんだバンプ７と接続されている。
【００４３】
　裏側ソルダーレジスト４６にも、外部接続用バンプ６に対応する位置に開口が形成され
ており、この開口内にバリアメタル層６０が形成されている。
【００４４】
　さらに、本実施形態の半導体装置１では、多層配線基板４と半導体チップ２との間に、
アンダーフィル８が充填されている。アンダーフィル８としては、例えば、耐熱性の観点
から多官能エポキシ樹脂が用いられることが多く、特にビスフェノールＡノボラック型エ
ポキシ樹脂、ビスフェノールＦノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポ
キシ樹脂などの絶縁性の樹脂を用いることができる。
【００４５】
　以上説明した半導体装置１では、半導体チップ２と多層配線基板４がはんだバンプ７を
介して接続される際に最も応力がかかる四隅に位置するはんだバンプ７が、熱可塑性樹脂
からなる第１絶縁層４１上に形成された第１接続パッド５ａに接続されている。熱ストレ
スが負荷された際に熱可塑性樹脂からなる第１絶縁層４１が軟化することで、四隅に位置
するはんだバンプ７に特に集中的にかかる応力を緩和することができる。また、残りのは
んだバンプ７の全てが、熱負荷時にも弾性率の高い第２絶縁層４２上に形成された接続パ
ッド４ｂに接続されているので、半導体チップ２と多層配線基板４との接続を全体として
剛性の高い強固なものにすることができる。さらに、第１接続パッド５ａと第２接続パッ
ド５ｂとの間の高低差によって四隅に位置するはんだバンプ７の断面積を大きく拡張する
ことができるため、当該はんだバンプ７にかかる応力をより小さくすることができる。そ
れ故に、本実施形態のようにいずれも略同じ体積のはんだバンプ７を用いても、クラック
の発生を効果的に抑えることができるとともに、半導体チップ２と多層配線基板４との接
合強度が高い半導体装置を得ることができる。
【００４６】
　そして、本実施形態のようにいずれも略同じ体積のはんだチップ７を用いれば、ボール
搭載法によりはんだバンプ７を形成することができるため、接続パッドピッチが２００μ
ｍ以下と狭い場合であってもはんだバンプ７を良好に形成することができる。
【００４７】
　次に、半導体装置１を製造する方法を説明する。
【００４８】
　１）多層配線基板の製造
　多層配線基板４の製造方法としては、第２～第４絶縁層４２～４４の製造までは一般的
にシーケンシャルビルドアップ製造工法と呼ばれるビルドアップ基板作製方法を用い、ガ
ラスクロスを含むコア基板４０上に絶縁層と回路パターンとを順次形成する。以下に、多
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層配線基板４の具体的な製造方法を図３～図５を参照しながら説明する。
【００４９】
　図３は、第１絶縁層４１を形成する前段階の状態を示す断面図である。まず、コア基板
４０の表裏両面に例えば厚さ１５μｍの金属箔を熱圧着により貼り合わせる。金属箔とし
ては、電解めっきにより作製した銅箔を使用することができる。ついで、表面および裏面
上の金属箔同士を電気的に接続するために、炭酸ガスレーザを使用してコア基板４０を金
属箔と共に貫通する貫通孔を加工した後、貫通孔内を無電解銅めっきと電解銅めっきにて
充填して貫通電極４０ａを形成する。その後、金属箔をエッチングすることでコア基板４
０上に回路パターン５１，６１を形成する。
【００５０】
　次に、前述したような無機フィラーが配合された熱硬化性樹脂によって予め成形された
フィルムを、回路パターン５１が形成されたコア基板４０の表面上に熱圧着により貼り合
わせるとともに硬化させて、第２絶縁層４２を形成する。第２絶縁層４２の形成方法は、
これに限らず、例えば無機フィラーが配合された未硬化液状の熱硬化性樹脂をスクリーン
印刷法またはスピンコート法によって塗布した後に加熱して硬化させて行ってもよい。
【００５１】
　次に、炭酸ガスレーザを用いて第２絶縁層４２に、これを厚さ方向に貫通してその下に
ある回路パターン５１に到達する有底バイアホール４８を形成する。レーザによる有底バ
イアホール４８の形成は、炭酸ガスレーザの他にも第三高調波Ｎｄ－ＹＡＧレーザまたは
３００ｎｍより波長の短い深紫外エキシマレーザなどのレーザ加工装置を用いて行っても
よい。
【００５２】
　次に、第２絶縁層４２上に、無電解銅めっきを施した後にさらに電解銅めっきを施すこ
とで、有底バイアホール４８を満たした例えば厚さ１５μｍの銅めっき膜を形成する。つ
いで、形成した銅めっき膜の表面に感光性のドライフィルムレジストを熱圧着プレスによ
って貼り合わせるとともに、その上から所望の導体パターンのネガイメージが描画された
ガラスマスクを位置合わせる。その後、露光と現像を行うことで必要な導体パターン以外
の部位の銅めっき膜を露出させたエッチングレジストを形成する。そして、銅めっき膜の
うちエッチングレジストに覆われていない部分をエッチングにより溶解させて除去した後
、エッチングレジストを剥離することで、第２絶縁層４２上に回路パターン５１に電気的
に接続された第２接続パッド５ｂおよび回路パターン５２を形成する。
【００５３】
　その後、コア基板４０の裏面側にも前記と同様の方法により、第３絶縁層４３、回路パ
ターン６１に電気的に接続された回路パターン６２、第４絶縁層４４、および回路パター
ン６２に電気的に接続された外部接続用パッド６を形成する。
【００５４】
　次に、図４に示すように、前述したような熱可塑性樹脂からなる、開口４１ａが形成さ
れて第２絶縁層４２上の第２接続パッド５ｂが配置された領域以外の部分を全て覆うこと
が可能な形状のフィルム４１’を用意する。開口４１ａの形成は、例えば炭酸ガスレーザ
によってフィルムを切り抜くことにより行えばよい。このフィルム４１’を第２絶縁層４
２上に位置合わせした後に熱圧着することにより、第２接続パッド５ｂを取り囲むように
第１絶縁層４１を形成する。第１絶縁層４１の形成は、液状の熱可塑性樹脂を第２絶縁層
４２上に塗布することによって行うことも可能であるが、多層配線基板製造工法の容易性
およびコストを考慮するとフィルム４１’を用いることが好ましい。次に、第２絶縁層４
２上に第２接続パッド５ｂを形成した方法と同じ方法で、第１絶縁層４１上に第１接続パ
ッド５ａを形成する。
【００５５】
　次に、フリップチップ実装時の隣り合うはんだバンプ７間のショートを避けるために、
第１絶縁層４１および第２絶縁層４２上に感光性エポキシ樹脂からなるソルダーレジスト
樹脂を使用して露光処理によって、第１接続パッド５ａおよび第２接続パッド５ｂを露出
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させる開口４５ａ，４５ｂを有する表側ソルダーレジスト４５を形成する。表側ソルダー
レジスト４５を形成する下地となる第１絶縁層４１と第２絶縁層４２との間に段差が存在
するため、表側ソルダーレジスト４５形成の際には、まず第２絶縁層４２上の部分を先に
形成し、その後に第１絶縁層４１上の部分を形成する。第４絶縁層４４上にも同様に、外
部接続用パッド６を露出させる開口を有する裏側ソルダーレジスト４６を形成する。裏面
側は下地に段差がないため、裏側ソルダーレジスト４６は表側ソルダーレジスト４５を形
成した後に１回の処理で形成することができる。これらのソルダーレジスト４５，４６の
形成は、一般的に感光性タイプのソルダーレジスト材料を使用し、露光処理によってパタ
ーン加工することにより行われるが、所望の形状に加工できればどのような工法を用いて
もよい。例えば、炭酸ガスレーザ、第三高調波Ｎｄ－ＹＡＧレーザ、３００ｎｍより波長
の短い深紫外エキシマレーザなどのレーザ加工装置を用いて加工してもよい。
【００５６】
　次に、第１接続パッド部５ａおよび第２接続パッド５ｂならびに外部接続用パッド６の
ソルダーレジスト４５，４６の開口から露出する部分に、バリアメタル層５０，６０を形
成する。
【００５７】
　以上の工程により、図５に示すような多層配線基板４を製造することができる。
【００５８】
　２）はんだバンプの形成
　図６に示すように、半導体チップ２の第１電極パッド３ａおよび第２電極パッド３ｂ上
の所定位置に直径１００μｍのはんだボールを搭載し、窒素ガス雰囲気下でリフロー処理
を行うことではんだバンプ７を形成する。
【００５９】
　次に、図７に示すように、はんだバンプ７にフッラクス７１を付着させる。はんだバン
プ７にフラックス７１を付着させる方法は、はんだバンプ７の表面全体にフラックス７１
がぬれ広がり、かつ半導体チップ２の裏面２ａに形成されている絶縁保護膜２１にフラッ
クス７１が付着しなければ特に問わない。例えば、はんだバンプ７の高さよりも薄い膜厚
（例えば５０μｍ）で平坦面に均一に塗布されたフラックス７１中に、半導体チップ２に
形成されたはんだバンプ７を浸漬することによって、はんだバンプ７にフラックス７１を
付着させることができる。こうすることで、フラックス７１のはんだに対する濡れ性の作
用により、はんだバンプ７のフラックス７１中に浸漬されていない部分にまでフラックス
７１がぬれ広がり、はんだバンプ７の表面を均一にフラックス７１で覆うことができる。
【００６０】
　３）多層配線基板上への半導体チップの実装
　図７に示すように、多層配線基板４と半導体チップ２を所定の位置関係となるように位
置合わせし、多層配線基板４の表面４ａ上に半導体チップ２を接続パッド５と電極パッド
３とがはんだバンプ７を挟んで対向するように搭載する。この搭載段階では、多層配線基
板４の第１接続パッド５ａおよび第２接続パッド５ｂにフラックス７１を介して（正確に
はバリアメタル層５０をも介して）はんだバンプ７が接触しているのみであり、はんだ接
続は行われていない。
【００６１】
　次に、はんだリフロー装置を用い、半導体チップ２が搭載された多層配線基板４を窒素
雰囲気下ではんだバンプ７が溶融する温度よりも３０℃以上高い温度で２０秒以上加熱す
る（リフロー処理を行う）ことで、図８に示すように、はんだバンプ７によって半導体チ
ップ２を多層配線基板４の表面４ａ上に実装する。
【００６２】
　次に、はんだバンプ７周辺に残渣するフラックス７１を除去するため、フラックス７１
を洗浄する。このフラックス洗浄では、図８に示すような多層配線基板４に半導体チップ
２が実装された実装体を洗浄液に完全に浸漬し、周波数１００ｋＨｚ、出力１００Ｗの超
音波による洗浄を５分間行った後、洗浄液から取り出した実装体に対し、速やかに純水を
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使用して５分間のリンス処理を行う。このように、洗浄液中で超音波処理を行うことで、
実装体のはんだバンプ７が存在するギャップ部分へ、洗浄液を効果的に進入させ、中に残
渣しているフラックスを比較的効率よく除去することができる。実際に、実装後にダミー
サンプルの半導体チップを剥がしてはんだバンプ７周辺の観察を行ったところ、はんだバ
ンプ７周辺に残渣するフラックスは存在しなかった。
【００６３】
　洗浄の効果を高めるためには洗浄中の超音波出力を高くすることが好ましいが、超音波
出力を１０００Ｗより高くすると、はんだバンプ７内または電極パッド３にクラックが発
生し、５０Ｗより低くすると残渣するフラックスが全く除去されない。そこで、超音波出
力は５０Ｗ以上１０００Ｗ以下であることが好ましい。また、超音波の周波数を６００ｋ
Ｈｚより高くした場合および５０ｋＨｚより低くした場合では、残渣するフラックスが除
去されなくなるため、超音波の周波数は５０ｋＨｚ以上６００ｋＨｚ以下が好ましい。洗
浄時間およびリンス処理時間は、１分を越えていれば残渣するフラックスの除去性に差は
見られないが、長時間の超音波処理は多層配線基板４が吸湿してしまい、以降の熱処理工
程で多層配線基板４内の膨れまたはデラミネーションを引き起こすおそれがあるため、１
０分以下であることが好ましい。
【００６４】
　次に、フラックス洗浄が終了した図８に示すような実装体に対し、窒素雰囲気下で１１
５～１２５℃にて例えば１時間のべーク処理を行う。ベーク時間が１時間よりも短い場合
、またはベーク温度が１１５℃を下回る場合には、多層配線基板４の表面４ａに付着した
表面吸着水の除去が十分に行われず、次のアンダーフィル充填工程でソルダーレジスト４
５，４６の表面に対するアンダーフィル８の濡れ性が低下し、アンダーフィル８の充填が
十分に行われなくおそれがある。また、ベーク時間が３時間を超える場合、またはベーク
温度が１２５℃を超える場合は、ソルダーレジスト４５，４６の表面が変色する。そこで
、ベーク時間は１時間以上３時間以下であることが好ましく、ベーク温度は１１５℃以上
１２５℃以下であることが好ましい。
【００６５】
　次に、多層配線基板４と半導体チップ２との間のギャップ部分へ、アンダーフィル塗布
装置によって未硬化のアンダーフィル８の塗布を行う。アンダーフィル８は、半導体チッ
プ２の外形を成す４つの辺の内、最も長い辺に沿って所定量塗布する。このアンダーフィ
ル８の塗布は、塗布されたアンダーフィル８の粘度を下げてギャップ部分（隙間）への浸
透性を高めるために、図８に示すような半導体チップ２が実装された多層配線基板４を例
えば６５℃に過熱した状態で行うことが好ましい。塗布後も例えば１０分間程度同一温度
に保つことで、アンダーフィル８の浸透性を利用してアンダーフィル８をギャップ部分に
完全に充填させることができる。
【００６６】
　次に、多層配線基板４と半導体チップ２との間にアンダーフィル８が充填された実装体
をオーブンへ入れて、窒素雰囲気下で例えば１４５～１５５℃の温度で例えば１時間加熱
する。この熱処理工程により、未硬化のアンダーフィル８が硬化することで、はんだバン
プ７を封止し、水分の浸入および外的なストレス、さらに熱変形や内部残留応力によって
発生する圧縮やせん断応力から接合部を保護する役割となる。
【００６７】
　ここで、加熱温度が１３０℃より低い場合、または加熱時間が１時間より短い場合は、
アンダーフィル８の硬化が十分に行われず、水分の浸入による電気絶縁性の低下、あるい
は封止効果が不十分となり、震度または熱変形による局所的応力負荷が発生した場合に接
合部の破壊が発生する。また、加熱温度が１７０℃を超えた場合、または加熱時間が３時
間を越えた場合には、アンダーフィル８の過剰な硬化反応により、多層配線基板４が変形
したり、接合部または多層配線基板４内の破壊あるいは剥離が発生したりする。
【００６８】
　以上の工程により、図１に示すような半導体装置１を製造することができる。
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【００６９】
　なお、前記実施形態で示した製造方法では、半導体チップ２の電極パッド３にはんだバ
ンプ７を形成しているが、半導体チップ２の電極パッド３と多層配線基板４の接続パッド
５の両方にはんだバンプを形成し、それらのはんだバンプ同士を接合してはんだバンプ７
を形成してもよい。
【００７０】
　また、前記実施形態では、第１絶縁層４１が熱可塑性樹脂で構成されていたが、第１絶
縁層４１は、第２絶縁層４２と同一の熱硬化性樹脂で構成されていてもよい。この場合で
も、第１接続パッド５ａと第２接続パッド５ｂとの間の高低差により、第１接続パッド５
ａに接続されたはんだバンプ７を第２接続パッド５ｂに接続されたはんだバンプ７よりも
押し広げられた形状とすることができ、熱応力によるクラックの発生を抑えることができ
る。
【００７１】
　あるいは、第１絶縁層４１は第２絶縁層４２上に積層されている必要はなく、例えば図
９に示すように、第２絶縁層４２が第１絶縁層４１の開口４１ａ内に嵌り込んでいて、前
述したような無機フィラーが配合された熱硬化性樹脂で構成された別の絶縁層４７上に第
１絶縁層４１および第２絶縁層４２が積層されていてもよい。すなわち、第１接続パッド
５ａを支持する第１絶縁領域と第２接続パッド５ｂを支持する第２絶縁領域とは同一平面
上にあってもよい。この場合でも、第１絶縁層４１の軟化によって、熱応力によるクラッ
クの発生を抑えることができる。
【００７２】
　ただし、前記実施形態のように、第１絶縁層４１が熱可塑性樹脂で構成されており、か
つ、第１絶縁層４１が第２絶縁層４２上に積層されていれば、その相乗効果により、クラ
ックの発生をさらに効果的に抑えることができる。
【００７３】
　さらに、前記実施形態では、電極パッド３のうち半導体チップ２の裏面２ａの各角に近
接して配置された電極パッドが第１電極パッド３ａとなり、残りの電極パッドが第２電極
パッド３ｂとなっているが、第１電極パッド３ａは、少なくとも半導体チップ２の裏面２
ａの各角に近接して配置された電極パッド３ａを含むものであればよい。換言すれば、接
続パッド５のうち少なくとも四隅に位置する接続パッドが第１絶縁層４１に支持されてい
ればよい。例えば、電極パッド３のうち最外周の全ての電極パッドが第１電極パッド３ａ
となり、この第１電極パッド３ａで囲まれる電極パッドが第２電極パッド３ｂとなってい
てもよい。すなわち、図１０に示すように、接続パッド５のうち最外周の全ての接続パッ
ドが第１接続パッド５ａとなっていて第１絶縁層４１に支持されていてもよい。このよう
に、第１絶縁層４１に形成される開口４１ａの形状および大きさは、第１電極パッド３ａ
とはんだバンプ７を介して接続される第１接続パッド５ａの配置に合わせて適宜変更可能
である。
【００７４】
　また、本発明は、ウエハレベルＣＳＰを実装基板に実装する場合にも適用可能である。
すなわち、多層配線基板４は、インターポーザである必要はなく、例えばコア基板４０の
表面にのみ第１絶縁層４１および第２絶縁層４２が形成された２層または３層の基板であ
ってもよい。
【００７５】
　さらに、本発明は、バンプとしてはんだバンプ以外の例えば金バンプ等を用いた場合で
も同様の効果が得られることは言うまでもない。
【実施例】
【００７６】
　本発明の効果を確認するために、以下に示す実施例１～３ならびに比較例の半導体装置
に対して、温度サイクル試験を行った。
【００７７】
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　具体的には、半導体装置に対し、ＪＥＤＥＣ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ＴＥＳＴ　ＭＥＴＨ
ＯＤ　Ａ１１３－Ａ　ＬＥＶＥＬ３で規定される条件下で吸湿保存の前処理を行い、その
直後に２６０℃の温度ではんだリフロー試験を３回行う前処理を行った。このように前処
理された半導体装置を－５５℃の環境下に３０分設置した後に１２５℃の環境下に３０分
設置するサイクルを１０００サイクルおよび１５００サイクル行い、半導体装置における
はんだバンプを含む全ての配線部分の接続抵抗値の変化を確認した。
【００７８】
　（実施例１）
　実施例１では、８．０×８．０ｍｍの大きさの半導体チップ２を用い、電極パッド３、
接続パッド５、およびはんだバンプ７の数量を１６００個とした（パッドピッチ：１８０
μｍ）。コア基板４０としてガラスエポキシ基板を用いた。第１絶縁層４１を構成する熱
可塑性樹脂としてはポリフェニレンエーテルを用い、第２絶縁層４２を構成する熱硬化性
樹脂としては平均粒径５μｍの球状のシリカ（無機フィラー）が５０体積％配合されたエ
ポキシ樹脂を用いた。最表面に存在する第１絶縁層４１の厚さを３０μｍとし、第２絶縁
層４２の厚さを４５μｍとした。その他（はんだバンプ７の体積、電極パッド３および接
続パッド５の形状および大きさ、開口４５ａ，４５ｂの大きさなど）は前記実施形態で具
体的に例示したものを採用した。以上の条件で、半導体装置を製造した。
【００７９】
　実施例１の半導体装置は、温度サイクル試験の結果、信頼性評価の判断基準である１０
００サイクル後における接続抵抗値の変化率が初期抵抗値に対して＋１０％以下であり、
また１５００サイクル後における接続抵抗値の変化率も初期抵抗値に対して＋１０％以下
であり、繰り返しの温度変化に対して良好な耐性を持つことが分かった。
【００８０】
　（実施例２）
　実施例１に対し、表側ソルダーレジスト４５における第１接続パッド５ａに対応する位
置の開口４５ａの大きさを１３０μｍから他の開口４５ｂと同じ９０μｍに変更した以外
は、実施例１と同様の条件で半導体装置を製造した。
【００８１】
　実施例２の半導体装置では、温度サイクル試験の結果、１０００サイクル後における接
続抵抗値の変化率が初期抵抗値に対して＋１０％以下であった。しかし、１５００サイク
ル後では一部断線不良が発生した。断線不良の発生原因を確認するため、温度サイクル試
験後の半導体装置に対して不良モード解析を行った結果、発生した断線箇所に係るはんだ
バンプ７の周辺には、はんだバンプ７内に表側ソルダーレジスト４５ａの開口４５ａ上部
に対応する位置を起点としたクラックが観察された。
【００８２】
　（実施例３）
　実施例１に対し、第１絶縁層４１の厚さが第２電極パッド３ｂと第２接続パッド５ｂの
間に形成されるはんだバンプ７の高さの２分の１となるように４５μｍと変更した以外は
、実施例１と同様の条件で半導体装置を製造した。
【００８３】
　実施例３の半導体装置では、温度サイクル試験の結果、１０００サイクル後における接
続抵抗値の変化率が初期抵抗値に対して＋１０％以下であった。しかし、１２００サイク
ル後では一部断線不良が発生した。断線不良の発生原因を確認するため、温度サイクル試
験後の半導体装置に対して不良モード解析を行った結果、発生した断線箇所に係るはんだ
バンプ７が実施例１と比較して大きく潰れて変形しており、変形部に沿ってはんだ内にク
ラックが観察された。
【００８４】
　（比較例）
　比較例では、図１１に示すような半導体装置１０を製造した。比較例に係る多層配線基
板４’は、半導体チップ２の電極パッド３とはんだバンプ７を介して接続する接続パッド
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５が、全て同一の絶縁層上に形成された構造を有している。この比較例に係る多層配線基
板４’の製造は、第２絶縁層に相当する絶縁層４９ａを形成するまでは前記実施形態と同
様に行い、絶縁層４９ａの全面上に絶縁層４９ｂを絶縁層４９ａと同じ材料（無機フィラ
ーが配合された熱硬化性樹脂）で形成した。すなわち、全ての絶縁層を同一材料とし、そ
の厚さを全て４５μｍとした。そして、絶縁層４９ｂ上に接続パッド５を形成した。また
、ソルダーレジストの厚さを２０μｍとし、接続パッド５を露出させる開口の直径を全て
９０μｍとした。その他の部分は実施例１と同様にした。
【００８５】
　比較例の半導体装置１０では、温度サイクル試験の結果、２００サイクル後に接続抵抗
値の変化率が初期抵抗値に対して＋１０％を越え、５００サイクル後に断線不良が発生し
、温度変化に対する耐性が劣ることを確認した。
【００８６】
　断線不良の発生原因を確認するため、温度サイクル験後の半導体装置に対して不良モー
ド解析を行った結果、発生した断線箇所に係るはんだバンプ７の周辺には、半導体チップ
側のアルミパッド内部にクラックが観察された。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明は、半導体チップのサイズが比較的に大きな場合、および個々のはんだバンプの
体積が小さな場合に、特に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明の一実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図２】図１に示す半導体装置の平面図である。
【図３】多層配線基板の製造方法を説明する説明図である。
【図４】第１絶縁層用フィルムの平面図である。
【図５】多層配線基板の断面図である。
【図６】電極パッドにバンプを形成した半導体チップの断面図である。
【図７】半導体装置の製造方法を説明する説明図である。
【図８】半導体装置の製造方法を説明する説明図である。
【図９】変形例の半導体装置の断面図である。
【図１０】他の変形例の半導体装置の平面図である。
【図１１】比較例の半導体装置の断面図である。
【符号の説明】
【００８９】
　１　　半導体装置
　２　　半導体チップ
　２ａ　裏面
　３　　電極パッド
　３ａ　第１電極パッド
　３ｂ　第２電極パッド
　４　　多層配線基板（インターポーザ）
　４ａ　表面
　４ｂ　裏面
　４１　第１絶縁層（上側絶縁層）
　４２　第２絶縁層（下側絶縁層）
　４５　表側ソルダーレジスト
　４６　裏側ソルダーレジスト
　４５ａ，４５ｂ　開口
　５　　接続パッド
　５ａ　第１接続パッド
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　５ｂ　第２接続パッド
　６　　外部接続用パッド
　７　　はんだバンプ
　８　　アンダーフィル

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(19) JP 5150518 B2 2013.2.20

【図１１】
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